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行
政
情
報

１　

建
設
工
事
ま
た
は
測
量
・
建
設

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務
の
入
札
参

加
資
格
申
請

　

平
成　

･　

年
度
、市
が
発
注
す

２０

２１

る
建
設
工
事
や
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
等
業
務
の
競
争
入
札
な
ど
に

参
加
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
の
方
々
を

次
の
と
お
り
受
け
付
け
し
ま
す
。

　

す
で
に
登
録
済
み
の
方
も
、平
成　
２０

年
３
月　

日
で
有
効
期
限
が
切
れ
ま

３１

す
の
で
、新
た
に
手
続
き
が
必
要
で
す
。

２　

物
品
購
入
・
役
務
提
供
の
入
札

参
加
資
格
申
請（
補
充
登
録
）

　

平
成　

年
度
、市
が
発
注
す
る
物

２０

品
購
入
や
役
務
提
供
の
競
争
入
札
な

ど
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
の

方
々
を
次
の
と
お
り
受
け
付
け
し
ま
す
。

　

す
で
に
登
録
済
み
の
方
は
、有
効
期

限
が
平
成　

年
３
月　

日
ま
で
と

２１

３１

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、今
回
申
請
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

３　

小
規
模
契
約
希
望
者
登
録
申

請（
補
充
登
録
）

　

平
成　

年
度
、市
が
発
注
す
る
小

２０

規
模
契
約（
履
行
が
容
易
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
、予
定
価
格
が　

万
円

５０

未
満
の
小
規
模
の
も
の
）を
希
望
す
る

事
業
者
の
方
々
を
次
の
と
お
り
受
け
付

け
し
ま
す
。

　

す
で
に
登
録
済
み
の
方
は
、有
効
期

限
が
平
成　

年
３
月　

日
ま
で
と

２１

３１

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、今
回
申
請
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

申
込
資
格　

１
か
ら
３
ま
で
の
各
申

請
要
領
に
定
め
る
方
。

受
付
期
間　

２
月
１
日（
金
）〜
２

月　

日（
金
）※
２
月　

日（
金
）午

１５

１５

後
５
時
必
着
で
す
。

申
込
方
法　

郵
送（
宅
配
便
含
む
。

配
達
記
録
郵
便
な
ど
到
着
日
が
確
認

で
き
る
方
法
に
限
る
）の
み
と
し
ま
す
。

持
参
に
よ
る
受
付
は
し
ま
せ
ん
。

※
こ
れ
ら
１
か
ら
３
ま
で
の
各
申
請
要

領
お
よ
び
申
請
書
類
に
か
か
る
様
式

は
、い
ず
れ
も
１
月
４
日（
金
）か
ら
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（h

ttp
：
//w
w
w

.c
ity
.is
h
in
o
m
a
k
i.lg
.jp
/k
a
n
z

a
i/
p
o
s
tin
g
/
p
o
s
tin
g
－
m
e
n

u
.js
p

）か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、市
の
設
計
図
書
閲
覧
室（
市

役
所
本
庁
舎
北
側
駐
輪
場
並
び
）お

よ
び
各
総
合
支
所
に
も
用
意
し
ま
す

の
で
、ご
自
由
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

各
申
請
書
類
な
ど
の
郵
送
先

〒　

－

８
５
０
１

９８６
石
巻
市
日
和
が
丘
一
丁
目
１
番
１

号　

石
巻
市
総
務
部
管
財
課
契
約

グ
ル
ー
プ

※
各
申
請
書
類
な
ど
が
市
に
配
達
さ

れ
た
か
確
認
す
る
場
合
に
は
、各
申
請

書
類
な
ど
の
送
付
を
依
頼
し
た
会
社

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
検
索
す
る
か
、ま
た

は
送
付
を
依
頼
し
た
会
社
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

管
財
課　

�　

－

６
６
１
１
・

２３

　
　
　

－

６
６
１
２（
直
通
）

２３

管
財
課
か
ら「
業
者
登
録
」の
お
知
ら
せ

宮城県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ

後期高齢者医療保険料率が決まりました
　平成２０年４月から７５歳以上の方および寝たきりの障害のある６５歳以上の方を対象と
した新しい「後期高齢者医療制度」が始まります。１１月に開催された宮城県後期高齢者
医療広域連合議会において、次のとおり後期高齢者医療保険料率が決定しましたので
お知らせします。

計算方法区　　　分

（前年中の総所得金額など－３３万円）×７．１４％応能割（所得割）

被保険者１人当たり　３８，７６０円応益割（均等割）

５０万円賦課限度額

　年額保険料は上の表で計算した「応能割（所得割）」と「応益割（均等割）」の合計額となり、

２年単位で財政運営を行うため、２年間同じ保険料率になります。

　なお、後期高齢者医療保険料は、原則として年金から天引きされます。

＜モデル例＞

７５歳以上夫婦２人世帯
� ���������������������

◎夫婦とも基礎年金の場合（収入額、夫７９万円、妻７９万円）　　　　　    ※単位：円

◎夫が厚生年金、妻が基礎年金の場合（収入額、夫１７０万円、妻７９万円）　※単位：円

７５歳以上単身世帯
� �����������������

◎収入額が厚生年金１７０万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※単位：円

合計（年額）軽減額応益割（均等割）応能割（所得割）

７割軽減１１,６００２７,１３２３８,７６００夫

７割軽減１１,６００２７,１３２３８,７６００妻

合計（年額）軽減額応益割（均等割）応能割（所得割）

５割軽減３１,５００１９,３８０３８,７６０１２,１３８夫

５割軽減１９,３００１９,３８０３８,７６００妻

合計（年額）軽減額応益割（均等割）応能割（所得割）

２割軽減４３,1００７,７５２３８,７６０１２,１３８

問　県後期高齢者医療広域連合事務局　�  ０２２－２６６－１０２１　FAX　 ０２２－２６６－１０３１
　　高齢者医療制度対策室　　　　　    �  ９５－１１１１（内線６４９）

パブリック・
  コメント募集
　本市では、廃棄物の循環型社

会を推進するために、平成２９年

度までの一般廃棄物処理の基

本方針を示す「石巻市一般廃棄

物処理基本計画（案）」を作成し

ました。

　この案について、市民・事業

者の皆さんより広く意見をい

ただき、今後の審議に生かした

いと考えていますので、郵送・

FAX・Eメールによる皆さんの

ご意見を募集します。（住所・氏

名・電話番号・性別・年齢を必ず

記載してください）

　石巻市一般廃棄物処理基本

計画（案）は、次のとおり公表し

ています。

廃棄物対策課（市役所第１分庁

舎２階）

各総合支所　市民生活課

情報公開コーナー

市のホームページ

募集期間　1月7日(月)～

　　　　　　　　1月３１日(木)

意見の提出先

〒986-8501　生活環境部廃棄

物対策課（住所記入不要）

FAX　22-6120

Eメール

iswaste@city.ishinomaki.lg.jp

問　廃棄物対策課（内線５１０）
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税
の
お
知
ら
せ

償
却
資
産
の
申
告
は
、１
月　

日
ま
で
！

３１

　

今
年
１
月
１
日
現
在
、
居
住
用

に
使
用
さ
れ
て
い
る
土
地
（
住
宅

用
地
）
は
固
定
資
産
税
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。

申
告
を
し
て
い
た
だ
く
方

　

昨
年
中
に
住
宅
を
新
築
・
増
築

さ
れ
た
方
、
ま
た
は
取
り
壊
さ
れ

た
方
。

申
告
内
容

　

住
所
の
所
在
地
・
地
番
、
住
宅

の
所
有
者
の
住
所
・
氏
名
。

申
告
期
限

　

１
月　

日（
木
）ま
で
、
印
か
ん

３１

を
持
参
の
上
、
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。
申
告
用
紙
は
資
産
税
課
ま
た

は
各
総
合
支
所
・
各
支
所
窓
口
に

あ
り
ま
す
。

問　

資
産
税
課
（
内
線　

・　

）・

２４７

２５４

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
・

各
支
所

◎
申
告
期
間
お
よ
び
会
場

左
記
日
程
表
の
と
お
り
で
す
。

　

申
告
期
間
の
後
半
は
、大
変
込

み
合
い
ま
す
の
で
、早
め
の
申
告

（
１
月　

日
ご
ろ
ま
で
）に
ご
協

２５

力
く
だ
さ
い
。

問　

資
産
税
課（
内
線　

・　

）・

４４８

４４９

　
　

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

と　　　　　　　　きと　こ　ろ地　　　区

午前９時３０分～午後４時３０分１月９日（水）・１０日（木）渡波公民館（２階 談話室）渡　波　地　区

午前９時３０分～１０時３０分

１月８日（火）

折浜集会場

荻　浜　地　区

午前１１時～正午桃浦漁村センタ－

午後１時～２時月浦漁村センタ－

午後２時３０分～午後４時３０分荻浜支所（２階会議室）

午前１０時３０分～１１時３０分

１月１１日（金）

狐崎漁村センタ－

午後１時～２時福貴浦かき処理場

午後２時３０分～午後３時３０分東浜小学校（ランチルーム）

午前９時３０分～午後４時３０分１月１５日（火）蛇田公民館蛇　田　地　区

午前９時３０分～１１時３０分１月１６日（水）稲井公民館稲　井　地　区

午前１０時～１１時

１月７日（月）

牡鹿公民館大谷川分館

牡　鹿　地　区

午前１１時３０分～午後０時３０分牡鹿公民館谷川分館

午後２時～３時小網倉老人憩いの家

午後３時３０分～４時３０分牡鹿総合支所大原出張所

午前１０時～１１時３０分

１月８日（火）

給分老人憩いの家

午後１時３０分～３時牡鹿公民館小渕分館

午後３時３０分～４時３０分十八成老人憩いの家

午前９時～正午

１月１０日（木）

牡鹿公民館

午後１時３０分～２時３０分新山生活センター

午後３時～４時泊浜漁業協同組合

午前９時～正午

１月１１日（金）

寄磯センター

午後１時３０分～２時３０分前網漁民センター

午後３時～４時鮫浦生活センター

午前８時３０分～９時３０分

１月９日（水）

網地浜生活センター

網地島・田代島 午前１０時～正午牡鹿公民館長渡分館

午後２時～３時田代島開発総合センター

【 出張による申告受付会場 】

【 本庁・各総合支所による申告受付会場 】

と　　　　　　　　　き地　　　区

午前９時～午後４時３０分

１月１７日（木）～３１日（木）石巻市役所　（本庁中庭第６会議室）

１月１５日（火）～３１日（木）牡鹿総合支所　市民生活課

１月４日（金）～３１日（木）

河北総合支所
雄勝総合支所
河南総合支所
桃生総合支所
北上総合支所｝各　市民生活課

※最寄りの会場にて、申告してください。
　（どこの会場でも申告ができます。）
※日程については、土、日、祭日を除きますので、ご了
承願います。 

※例年、月末は大変混雑しますので、お早めに申告を
お願いします。

固
定
資
産
税
の
課
税
免
除

お
よ
び
不
均
一
課
税

　

昨
年
中
に
家
屋
の
全
部
ま
た

は
一
部
を
取
り
壊
し
た
方
は
「
家

屋
の
滅
失
届
」
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
届
け
出
を
し
な
い
と
、
そ

の
ま
ま
課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
印
か
ん
を
持
参
の
上
、

届
け
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

届
出
用
紙
は
資
産
税
課
ま
た

は
各
総
合
支
所
・
各
支
所
窓
口
に

あ
り
ま
す
。

問　

資
産
税
課 （
内
線 　
 ・　

）・
各
総

２４８

３９３

合
支
所
市
民
生
活
課
・
各
支
所

住
宅
を
新
築
・
増
築
し
た
方
へ

「
住
宅
用
地
の
申
告
」
は

　
　
　
　
　
　
  
１
月　

日
ま
で

３１

家
屋
を
取
り
壊
し
た
方
へ

お
済
で
す
か
「
家
屋
の
滅
失
届
」

　

平
成　

年
１
月
２
日
か
ら
平
成

１９

　

年
１
月
１
日
ま
で
の
間
に
、製
造

２０業
な
ど
の
用
に
供
す
る
設
備
を
新

増
設
し
た
場
合
、固
定
資
産
税
が
減

額
さ
れ
ま
す
。

　

概
要
は
、左
記
の
と
お
り
で
す
。

問　

資
産
税
課（
内
線　

・　

）・
各

２４８

４４８

　
　

総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

今
年
１
月
１
日
現
在
で
、事
業

用
の
償
却
資
産
を
お
持
ち
の
方

は
、１
月　

日（
木
）ま
で
に
申
告

３１

が
必
要
で
す
。

　

申
告
書
は
、　

月
中
に
お
送
り

１２

し
て
い
ま
す
が
、届
か
な
か
っ
た

り
、昨
年
中
に
新
た
に
事
業
を
始

め
た
方
は
、ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

措置内容要　　　件対象地域

課税免除
（3年間）

○製造業、ソフトウェア業、旅館業 
・工業生産設備等の取得価格２,７００万円超

河北・雄勝・北上・牡鹿過疎地域

課税免除
（3年間）

○製造業  
　・工業生産設備等の取得価格３,０００万円超 
○道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業 
　・増加雇用者１５人以上
　・建物、機械装置等取得額３,０００万円超

後谷地（河北）・須江（河南）・
寺崎（桃生）の各工業団地

農工地区

不均一課税
（3年間）

○製造業 
・工業生産設備等の取得価格２,７００円超 
○道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業 
・増加雇用者１５人以上 
・建物、機械装置等取得額２,７００万円超

石巻・河北・雄勝・牡鹿
原子力発電施
設等立地地域


